
 

 

 

 固定資産（土地や家屋）を所有する方が亡くなられた場合は、法務局で相続登記等の手続きが必要と 

なります。１月１日（賦課期日）までに相続登記が完了すると翌年度から新しい所有者が固定資産税の 

納税義務者となります。なお、相続登記が完了しなかった場合、所有者は亡くなられた方のままですが、

納税の義務は相続人が継承することになります。 

 亡くなられた方の固定資産につきまして、以下のフローチャートをご参考いただき、必要な手続きを

お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１「未登記家屋所有者変更届出書」「固定資産現所有者申告書」については、所有者が亡くなられた日

の翌々月までに、税務課より同居の親族または相続人の方に送付します。   

※２ 相続放棄をされる場合は家庭裁判所で別途手続きが必要となります。 

※３ 令和６年４月より相続登記の申請が義務化されます。登記されている物件の相続登記の手続き 

に必要な書類については、行田市を管轄するさいたま地方法務局 熊谷支局（０４８－５２４－ 

８８０５）へお問い合わせください。 

固定資産の所有者が亡くなられた場合の手続きについて 

 

 

 

亡くなられた方は、固定資産の所有者ですか？ 

 

 

 

 

 

 

所有していた物件は登記されていましたか？ 

 

 

 

亡くなられた方は納税管理人でしたか？ 

 

 

 

法務局で相続による

所有権移転手続きを

してください。 

 

 

 

未登記の物件を所有

していた場合、税務

課へ「未登記家屋所

有者変更届出書 

（※１）」を提出して

ください。 

 

 

 

原則、納税義務者に 

通知等を送付しま

す。新たに納税管理

人の指定が必要な場

合は、税務課までご

相談ください。 

 

相続登記が完了するまでの期間は、相続人のうち代表

者の方に納税通知書等を送付します。税務課に「固定 

資産現所有者申告書（※１）」を提出してください。 

 

 

 

はい いいえ 

はい いいえ はい いいえ 

 

手続きは不要となり

ます。 

 

 

 

 



〇 主な手続き 

 

チェック 
主な手続きの種類 内容 必要書類等 

要 済 

□ □ 

未登記家屋の名義変更 亡くなられた方が未登記家

屋を所有している場合に、名

義を変更する手続きです。 

・未登記家屋所有者 

変更届 

・遺産分割協議書 

※遺産分割協議書が 

ない場合は、別途 

ご案内いたします。 

 

□ □ 

土地・家屋の現所有者の

申告 

 

 

 

相続による所有者移転の手

続きが完了するまでの間、相

続人の中から固定資産税の

納税通知書等を受け取る「現

所有者」を申告していただく

手続きです。 

 

・固定資産現所有者申

告書 

□ □ 

納税管理人の申告 所有者がご存命で、納税管理

人が亡くなられた場合は、原

則として以後、所有者の方に

納税通知等を送付すること

となります。改めて納税管理

人を指定する場合、申告して

いただきます。 

 

・納税管理人申告 

（承認申請）書 

 

 

※ご提出いただく書類は、固定資産税・都市計画税の課税等に関するものであり、相続登記や相続税とは 

 別の手続きになります。また、上記書類の提出により、不動産登記の名義変更が行われることはありま 

せんので、ご注意ください。 

 

 

【 お問合せ先 】 

   〒３６１－８６０１  行田市本丸２番５号 

   行田市役所 税務課資産税グループ 

   電話 ０４８－５５６－１１１１ （内線２３３・２３４） 

 


